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１月八戸市教育委員会定例会に付議すべき事件 

 

議案第１号  八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

議案第２号  八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について ・・・・・・・ 35 

 

 



議案第１号 

 

八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、別紙のとおり市長に申し入れるものとする。 

 

令和８年１月23日 提出 

 

                    八戸市教育委員会 

                     教育長  齋 藤  信 哉 

 

 

理 由 

  市立学校の学校医等の公務上の災害に対する補償の範囲、金額、支給方法等について、公

立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定の例

によることとするとともに、その他所要の改正をするためのものである。 
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議案第 号 

 

八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和８年 月 日 提出 

 

八戸市長  熊  谷  雄  一 

 

 

理 由 

  市立学校の学校医等の公務上の災害に対する補償の範囲、金額、支給方法等について、公

立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定の例

によることとするとともに、その他所要の改正をするためのものである。 
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八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

第１条 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（昭

和36年八戸市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

第７条の２第２項第１号中「177,950円」を「186,050円」に改め、同項第３号中「88,980

円」を「92,980円」に改める。 

第２条 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を次のように改正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、「法第３条に規定する補償」を「公務上の災害

（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）に対する補償（以下「補償」という。）」

に改める。 

第２条から第21条までを削る。 

第22条中「教育委員会は、学校医等が公務上の災害を受けた場合は、この条例に規定する」

を「学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、」に、「その」を「、そ

の」に改め、同条を第２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（補償の範囲、金額、支給方法等） 

第３条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に

定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準

を定める政令（昭和32年政令第283号）の規定の例による。 

第23条中「補償を受け」の次に「、若しくは受け」を、「文書」の次に「その他の物件」

を加え、同条を第４条とし、第24条を第５条とする。 

附則第１条の２から第４条までを削り、附則第１条の見出し及び条名を削る。 

別表を削る。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から施

行する。 

２ 第１条の規定による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例（次項において「新条例」という。）第７条の２第２項の規定は、令和

７年８月１日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき

理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。 

- 3 -



３ 令和７年８月１日から第１項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間に改正前

の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第７条の

２第２項の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例の規定による介護補償の内払とみ

なす。 
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八
戸

市
立

学
校

の
学

校
医

、
学

校
歯

科
医

及
び

学
校

薬
剤

師
の

公
務

災
害

補
償

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

新
旧

対
照

表
（

第
１

条
）

 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
介
護
補
償
）
 

（
介
護
補
償
）
 

第
７
条
の
２
 
（
略
）
 

第
７
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
１
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
１
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初

の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場

合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が

あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）
 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て

支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
18
6,
05
0円

を
超
え
る
と
き
は
、
18
6,
05
0円

）
 

(1
) 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初

の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場

合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が

あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）
 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て

支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
17
7,
95
0円

を
超
え
る
と
き
は
、
17
7,
95
0円

）
 

(2
) 

（
略
）
 

(2
) 

（
略
）
 

(3
) 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲

げ
る
と
き
を
除
く
。
）
 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の

額
が
92
,9
80
円
を
超
え
る
と
き
は
、
92
,9
80
円
）
 

(3
) 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲

げ
る
と
き
を
除
く
。
）
 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の

額
が
88
,9
80
円
を
超
え
る
と
き
は
、
88
,9
80
円
）
 

(4
) 

（
略
）
 

(4
) 

（
略
）
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八
戸
市
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
こ
の
条
例
の
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32
年
法
律
第
14
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
八
戸
市
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
（
以
下
「
学
校
医
等
」
と

い
う
。
）
の
公
務
上
の
災
害
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す

る
補
償
（
以
下
「
補
償
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32
年
法
律
第
14
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
八
戸
市
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
（
以
下
「
学
校
医
等
」
と

い
う
。
）
の
法
第
３
条
に
規
定
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補
償
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

       

（
補
償
基
礎
額
）
 

第
２
条
 
法
第
３
条
に
規
定
す
る
補
償
（
第
21
条
に
お
い
て
「
補
償
」
と
い
う
。
）
は
、
療
養
補
償

及
び
介
護
補
償
を
除
き
、
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
。
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
学
校
医
等
の
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た

日
又
は
診
断
に
よ
っ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
病
気
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ
っ

て
病
気
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
附
則
第
１
条
の
４
第
５
項
及
び
第
６
項
に
お
い
て
単
に
「
事
故

発
生
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
学
校
医
等
の
そ
れ
ぞ
れ
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と

し
て
の
経
験
年
数
（
第
13
条
第
２
項
第
２
号
に
お
い
て
単
に
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
に
応
じ

て
、
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
学
校
医
等
の
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る

事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
っ
て
死
亡
の
原
因
で
あ
る
病
気
の
発
生
が
確
定
し
た
日
若
し

く
は
診
断
に
よ
っ
て
病
気
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し

て
学
校
医
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
学
校
医
等
に
つ

い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ

き
43
4円

を
、
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に

つ
き
21
7円

を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

(1
) 

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
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(2
) 

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(3
) 

60
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

(4
) 

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(5
) 

重
度
心
身
障
害
者
 

４
 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
15
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
22
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
加
算
額
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
16
7円

に
当
該
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
）
 

第
２
条
の
２
 
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日
が
当
該
休
業
補
償
に
係
る
療
養
の
開
始

後
１
年
６
月
を
経
過
し
た
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
休
業
補
償
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
基
礎
額
が
、
長

期
療
養
者
の
休
業
補
償
を
受
け
る
べ
き
学
校
医
等
の
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日

の
属
す
る
年
度
（
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
４
月
１
日
に

お
け
る
年
齢
に
応
じ
教
育
委
員
会
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
又
は
最
高

限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
定

め
る
額
を
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師

の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
32
年
政
令
第
28
3号

。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）

第
１
条
の
２
第
１
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
額
を
基
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
２
条
の
３
 
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
年
金
た
る
補
償
」

と
い
う
。
）
に
係
る
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
基
礎
額
が
、
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
べ
き
学

校
医
等
の
年
金
た
る
補
償
を
支
給
す
べ
き
月
の
属
す
る
年
度
の
４
月
１
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
年
齢
（
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、

学
校
医
等
の
死
亡
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
当
該
学
校
医
等
の
基
準

日
に
お
け
る
年
齢
）
に
応
じ
教
育
委
員
会
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
又

は
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
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そ
の
定
め
る
額
を
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
政
令
第
１
条
の
３
第
１
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

額
を
基
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
療
養
補
償
）
 

第
３
条
 
療
養
補
償
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
病
気
に
か
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
学
校
医
等
に
対
し
て
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
療
養
を
行
い
、
又
は

必
要
な
療
養
の
費
用
を
支
給
し
て
行
う
。
 

（
療
養
の
範
囲
及
び
医
療
機
関
等
）
 

第
４
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
療
養
上
相
当
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

診
察
 

(2
) 

薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
 

(3
) 

処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
 

(4
) 

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
 

(5
) 

病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
 

(6
) 

移
送
 

２
 
前
項
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
療
養
は
、
市
が
経
営
す
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
又
は
教

育
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
に
お
い
て
行
う
。
 

（
休
業
補
償
）
 

第
５
条
 
休
業
補
償
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
病
気
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
勤
務

そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
給
与
そ
の
他
の
業
務
上
の
収
入

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
学
校
医
等
に
対
し
て
、
そ
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
期
間
、
１
日
に
つ
き
、
補
償
基
礎
額
の
10
0分

の
60
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
し
て
行
う
。
た

だ
し
、
刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
（
教
育
委

員
会
が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
拘
禁
さ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
休
業
補
償

は
、
行
わ
な
い
。
 

（
傷
病
補
償
）
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 第
５
条
の
２
 
傷
病
補
償
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
病
気
に
か
か
り
、
当
該
負
傷
又

は
病
気
に
係
る
療
養
の
開
始
後
１
年
６
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
又
は
同
日
後
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
学

校
医
等
に
対
し
て
、
そ
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
傷
病
補
償
年
金
を
支
給
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。
 

(1
) 

当
該
負
傷
又
は
病
気
が
治
っ
て
い
な
い
こ
と
。
 

(2
) 

当
該
負
傷
又
は
病
気
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
、
次
条
第
２
項
に
規
定
す
る
第
１
級
か
ら
第
３

級
ま
で
の
各
障
害
等
級
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
第
１
級
、
第
２

級
又
は
第
３
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

２
 
傷
病
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
負
傷
又
は
病
気
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
傷

病
等
級
（
前
項
第
２
号
の
傷
病
等
級
を
い
う
。
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
に
応
じ
、
１
年
に
つ
き
補
償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

(1
) 

第
１
級
 
31
3倍

 

(2
) 

第
２
級
 
27
7倍

 

(3
) 

第
３
級
 
24
5倍

 

３
 
傷
病
補
償
を
受
け
る
者
に
は
、
休
業
補
償
は
、
行
わ
な
い
。
 

４
 
傷
病
補
償
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
新
た
に
第
２
項
各
号
に

掲
げ
る
他
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
傷
病
等

級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
後
は
、
従
前
の
傷
病
補
償
は
、
行
わ
な
い
。
 

（
障
害
補
償
）
 

第
６
条
 
障
害
補
償
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
病
気
に
か
か
り
、
治
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
次
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
存
す
る
と
き
、
当
該
学
校
医
等

に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
第
１
級
か
ら
第
７
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
障
害
が
存
す
る
期
間
、
障
害
補
償
年
金
を
毎
年
支
給
し
て
行
い
、
同
項
に
規
定

す
る
第
８
級
か
ら
第
14
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
障
害
補
償
一

時
金
を
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
障
害
等
級
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
重
度
の
も
の
か
ら
順
に
、
第
１
級
か
ら
第
14
級
ま
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で
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
。
 

３
 
障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
１
年
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
等
級
（
前
項
に
規
定
す
る

障
害
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
、
補
償
基
礎
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。
 

(1
) 

第
１
級
 
31
3倍

 

(2
) 

第
２
級
 
27
7倍

 

(3
) 

第
３
級
 
24
5倍

 

(4
) 

第
４
級
 
21
3倍

 

(5
) 

第
５
級
 
18
4倍

 

(6
) 

第
６
級
 
15
6倍

 

(7
) 

第
７
級
 
13
1倍

 

４
 
障
害
補
償
一
時
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
補
償
基
礎
額
に
当
該
各

号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(1
) 

第
８
級
 
50
3倍

 

(2
) 

第
９
級
 
39
1倍

 

(3
) 

第
10
級
 
30
2倍

 

(4
) 

第
11
級
 
22
3倍

 

(5
) 

第
12
級
 
15
6倍

 

(6
) 

第
13
級
 
10
1倍

 

(7
) 

第
14
級
 
56
倍
 

５
 
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
２
以
上
あ
る
場
合
の
障
害
等
級
は
、
重
い
障
害
に
応
ず

る
障
害
等
級
に
よ
る
。
 

６
 
次
に
掲
げ
る
場
合
の
障
害
等
級
は
、
次
の
各
号
の
う
ち
学
校
医
等
に
最
も
有
利
な
も
の
に
よ
る
。 

(1
) 

第
13
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級

の
１
級
上
位
の
障
害
等
級
 

(2
) 

第
８
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
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の
２
級
上
位
の
障
害
等
級
 

(3
) 

第
５
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
２
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級

の
３
級
上
位
の
障
害
等
級
 

７
 
前
項
第
１
号
の
場
合
の
障
害
補
償
の
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
に
応
ず
る
障
害
等
級
に
よ
る

障
害
補
償
の
金
額
を
合
算
し
た
金
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
障

害
等
級
が
第
７
級
以
上
に
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

８
 
既
に
障
害
の
あ
る
学
校
医
等
が
公
務
上
の
負
傷
又
は
病
気
に
よ
っ
て
、
同
一
部
位
に
つ
い
て
の

障
害
の
程
度
を
加
重
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
加
重
後
の
障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
補

償
の
金
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金

額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
も
っ
て
障
害
補
償
の
金
額
と
す
る
。
 

(1
) 

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
障
害
等
級
が
第
７
級
以
上
で
あ
る
場
合
 
そ
の
者
の
加
重
前

の
障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
年
金
の
額
 

(2
) 

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
障
害
等
級
が
第
８
級
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
加
重
後
の
障
害
の

障
害
等
級
が
第
７
級
以
上
で
あ
る
場
合
 
そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障

害
補
償
一
時
金
の
額
を
25
で
除
し
て
得
た
金
額
 

(3
) 

そ
の
者
の
加
重
後
の
障
害
の
障
害
等
級
が
第
８
級
以
下
で
あ
る
場
合
 
そ
の
者
の
加
重
前

の
障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
一
時
金
の
額
 

９
 
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
新
た
に
他
の
障
害

等
級
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
障
害
等
級
に
応
ず

る
障
害
補
償
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
後
は
、
従
前
の
障
害
補
償
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
休
業
補
償
、
傷
病
補
償
及
び
障
害
補
償
の
制
限
）
 

第
７
条
 
学
校
医
等
が
、
故
意
の
犯
罪
行
為
若
し
く
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
又
は
正
当
な
理
由
が

な
く
て
療
養
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
公
務
上
の
負
傷
、
病
気
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
原
因
と
な
っ
た
事
故
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
公
務
上
の
負
傷
、
病
気
若
し
く
は
障
害
の
程
度
を

増
進
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
回
復
を
妨
げ
た
と
き
は
、
休
業
補
償
、
傷
病
補
償
又
は
障
害
補
償
の

全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
介
護
補
償
）
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 第
７
条
の
２
 
介
護
補
償
は
、
傷
病
補
償
又
は
障
害
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
が
、

当
該
傷
病
補
償
又
は
障
害
補
償
の
補
償
の
理
由
と
な
っ
た
障
害
で
あ
っ
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
障
害
に
該
当
す
る
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常

時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
当
該
学
校
医
等
に
対
し
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い

る
期
間
、
次
項
に
定
め
る
金
額
を
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。
 

(1
) 

病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
場
合
 

(2
) 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法
律

第
12
3号

）
第
５
条
第
11
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施

設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
同
号
に
お

い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
 

(3
) 

障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
教
育
委
員

会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
入
所
し
て
い
る
場
合
 

２
 
介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
１
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初

の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し

て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す

る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け

た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）
 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
18
6,
05
0円

を
超
え
る
と
き
は
、
18
6,
05
0円

）
 

(2
) 

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
補
償
を
行
う
べ
き
理
由
が
生

じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護

を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
8

5,
49
0円

以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
 
85
,4
90
円
 

(3
) 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
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定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同

号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）
 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た

額
（
そ
の
額
が
92
,9
80
円
を
超
え
る
と
き
は
、
92
,9
80
円
）
 

(4
) 

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護

を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
42
,7
00
円
以
下

で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
 
42
,7
00
円
 

（
遺
族
補
償
）
 

第
８
条
 
遺
族
補
償
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
学
校
医
等
の
遺
族

に
対
し
て
、
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
を
支
給
し
て
行
う
。
 

（
遺
族
補
償
年
金
）
 

第
９
条
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
、
学
校
医
等
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出

を
し
て
い
な
い
が
、
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
学
校
医
等
の
死

亡
の
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
妻
（
婚
姻
の
届

出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
た
場
合
に
限
る

も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
又
は
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
60
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

(2
) 

子
又
は
孫
に
つ
い
て
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
こ

と
。
 

(3
) 

兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
こ

と
又
は
60
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

(4
) 

前
３
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、

障
害
の
状
態
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害
の
状
態
を
い
う
。
次
条
、
第
11
条
及
び
第
15
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条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
こ
と
。
 

２
 
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
が
出
生
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
、
そ
の
子
は
、
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
し
て
い
た
子
と
み
な
す
。
 

３
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
べ
き
遺
族
の
順
位
は
、
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉

妹
の
順
序
と
し
、
父
母
に
つ
い
て
は
、
養
父
母
を
先
に
し
、
実
父
母
を
後
に
す
る
。
 

第
10
条
 
遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
１
年
に
つ
き
、
補
償
基
礎
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
遺
族
補

償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
補
償
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
人
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
 

(1
) 

１
人
 
15
3倍

 
（
55
歳
以
上
の
妻
又
は
障
害
の
状
態
に
あ
る
妻
に
あ
っ
て
は
17
5倍

）
 

(2
) 

２
人
 
20
1倍

 

(3
) 

３
人
 
22
3倍

 

(4
) 

４
人
以
上
 
24
5倍

 

２
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
遺
族
補
償
年
金
の
額

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
額
を
そ
の
人
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

３
 
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
遺
族
の
数
に
増
減
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
増
減

を
生
じ
た
月
の
翌
月
か
ら
、
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。
 

４
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
妻
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
妻
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
妻
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
っ
た
月
の
翌
月
か

ら
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。
 

(1
) 

55
歳
に
達
し
た
と
き
（
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
 

(2
) 

障
害
の
状
態
に
な
り
、
又
は
そ
の
事
情
が
な
く
な
っ
た
と
き
（
55
歳
以
上
で
あ
る
と
き
を
除

く
。
）
。
 

第
11
条
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
消
滅
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
者
が
な
く
て
後
順
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位
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
順
位
者
に
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
る
。
 

(1
) 

死
亡
し
た
と
き
。
 

(2
) 

婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

を
し
た
と
き
。
 

(3
) 

直
系
血
族
又
は
直
系
姻
族
以
外
の
者
の
養
子
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
養
子
縁
組

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
と
な
っ
た
と
き
。
 

(4
) 

離
縁
に
よ
っ
て
、
死
亡
し
た
学
校
医
等
と
の
親
族
関
係
が
終
了
し
た
と
き
。
 

(5
) 

子
、
孫
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
18
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
が
終
了

し
た
と
き
（
学
校
医
等
の
死
亡
の
時
か
ら
引
き
続
き
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
。
 

(6
) 

障
害
の
状
態
に
あ
る
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事

情
が
な
く
な
っ
た
と
き
（
夫
、
父
母
又
は
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
60

歳
以
上
で
あ
っ
た
と
き
、
子
又
は
孫
に
つ
い
て
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
、
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3

1日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
60
歳
以
上
で
あ
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
。 

２
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
な
く
な
る
も
の
と
す

る
。
 

第
12
条
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
所
在
が
１
年
以
上
明
ら
か
で
な
い
場
合
に

は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
は
、
同
順
位
者
が
あ
る
と
き
は
同
順
位
者
の
、
同
順
位
者
が
な
い
と
き

は
次
順
位
者
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
順
位
者
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
間
、
次
順
位
者
を
先
順
位
者
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
を
停
止
さ
れ
た
遺
族
は
、
い
つ
で
も
、
そ
の
支
給

の
停
止
の
解
除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
第
10
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
、
又

は
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
３
項
中
「
増
減
を
生
じ
た
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
支
給
が
停
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
停
止
が
解

除
さ
れ
た
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
遺
族
補
償
一
時
金
）
 

第
13
条
 
遺
族
補
償
一
時
金
は
、
次
の
場
合
に
支
給
す
る
。
 

(1
) 

学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
。
 

(2
) 

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
に
当

該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
く
、
か
つ
、
当
該
学
校
医
等
の
死
亡
に

関
し
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
次
項
に
規
定
す
る
合
計
額
が
当
該
権
利
が
消
滅

し
た
日
に
お
い
て
前
号
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
一

時
金
の
額
に
満
た
な
い
と
き
。
 

２
 
前
項
第
２
号
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

と
す
る
。
 

(1
) 

前
項
第
２
号
に
規
定
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
権
利
消

滅
年
度
」
と
い
う
。
）
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額
 

(2
) 

権
利
消
滅
年
度
の
前
年
度
以
前
の
各
年
度
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額

に
、
権
利
消
滅
年
度
の
４
月
１
日
に
お
い
て
経
験
年
数
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
補
償
基
礎

額
を
当
該
各
年
度
の
４
月
１
日
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
に
対
応
す
る
補
償
基
礎
額
で
除
し
て

得
た
率
を
基
準
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
 

３
 
前
項
第
２
号
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
率
は
、
政
令
第
12
条
第
２
項
第
２
号
の
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
率
を
基
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
14
条
 
遺
族
補
償
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
、
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
に
お
い

て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 

配
偶
者
 

(2
) 

学
校
医
等
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉

妹
 

(3
) 

前
２
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
主
と
し
て
学
校
医
等
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
た
も
の
 

(4
) 

第
２
号
に
該
当
し
な
い
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
 

２
 
遺
族
補
償
一
時
金
を
受
け
る
べ
き
遺
族
の
順
位
は
、
前
項
各
号
の
順
序
と
し
、
同
項
第
２
号
及
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び
第
４
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
順
序
と
し
、
父
母

に
つ
い
て
は
、
養
父
母
を
先
に
し
、
実
父
母
を
後
に
す
る
。
 

３
 
学
校
医
等
が
遺
言
又
は
教
育
委
員
会
に
対
す
る
予
告
で
、
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ

る
者
の
う
ち
特
に
指
定
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
者
は
、
同
項
第
３
号
及
び
第

４
号
に
掲
げ
る
他
の
者
に
優
先
し
て
遺
族
補
償
一
時
金
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

第
15
条
 
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
補
償
基
礎
額
に
当

該
各
号
に
定
め
る
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
13
条
第
１
項
第
２
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。
 

(1
) 

前
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
 
40
0倍

 

(2
) 

前
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
学
校
医
等
の
三
親
等
内
の
親
族
で
、
学
校
医

等
の
死
亡
の
当
時
18
歳
未
満
若
し
く
は
55
歳
以
上
で
あ
っ
た
も
の
又
は
障
害
の
状
態
に
あ
っ
た

も
の
 
70
0倍

 

(3
) 

前
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
1,
00
0倍

 

２
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
は
、
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
遺
族
か
ら
の
排
除
）
 

第
16
条
 
学
校
医
等
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
者
は
、
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
と
し

な
い
。
 

２
 
学
校
医
等
の
死
亡
前
に
、
当
該
学
校
医
等
の
死
亡
に
よ
っ
て
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
先
順
位
又
は
同
順
位
の
遺
族
と
な
る
べ
き
者
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
者
は
、
遺
族
補
償
年

金
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
遺
族
と
し
な
い
。
 

３
 
学
校
医
等
の
死
亡
前
又
は
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
当
該
遺
族
補
償
年

金
を
受
け
る
権
利
の
消
滅
前
に
、
当
該
学
校
医
等
の
死
亡
又
は
当
該
権
利
の
消
滅
に
よ
っ
て
遺
族

補
償
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
先
順
位
又
は
同
順
位
の
遺
族
と
な
る
べ
き
者
を
故
意
に
死

亡
さ
せ
た
者
は
、
遺
族
補
償
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
と
し
な
い
。
 

４
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
者
は
、
遺
族
補
償
一
時

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
と
し
な
い
。
学
校
医
等
の
死
亡
前
に
、
当
該
学
校
医
等
の
死
亡

に
よ
っ
て
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
と
な
る
べ
き
者
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
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者
も
、
同
様
と
す
る
。
 

５
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

先
順
位
又
は
同
順
位
の
他
の
遺
族
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
遺
族
補
償
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
遺
族
補
償
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
は
、
消
滅
す
る
。
 

６
 
第
11
条
第
１
項
後
段
の
規
定
は
、
前
項
後
段
の
場
合
に
準
用
す
る
。
 

（
年
金
た
る
補
償
の
額
の
端
数
処
理
）
 

第
16
条
の
２
 
年
金
た
る
補
償
の
額
に
50
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
50

円
以
上
10
0円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
10
0円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
年
金
た
る
補
償
の
支
給
期
間
等
）
 

第
17
条
 
年
金
た
る
補
償
の
支
給
は
、
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
支
給
を

受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
月
で
終
わ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
年
金
た
る
補
償
は
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
理
由
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
生
じ
た

月
の
翌
月
か
ら
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
月
ま
で
の
間
は
、
支
給
し
な
い
。
 

３
 
年
金
た
る
補
償
は
、
毎
年
２
月
、
４
月
、
６
月
、
８
月
、
10
月
及
び
12
月
の
６
期
に
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
前
月
分
ま
で
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
支
給
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
期
の
年
金
た
る
補
償
は
、
支
払
期
月
で
な
い
月
で
あ
っ
て
も
、
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
た
る
補
償
の
支
払
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
補
償
の
年
額
を
12
で
除

し
て
得
た
額
に
支
払
う
べ
き
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

（
年
金
た
る
補
償
等
の
支
払
の
調
整
）
 

第
18
条
 
年
金
た
る
補
償
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
停
止
す

べ
き
期
間
の
分
と
し
て
年
金
た
る
補
償
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
年
金
た
る
補

償
は
、
そ
の
後
に
支
払
う
べ
き
年
金
た
る
補
償
の
内
払
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
年
金
た
る
補

償
を
減
額
し
て
改
定
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
生
じ
た
月
の
翌
月

以
後
の
分
と
し
て
減
額
し
な
い
額
の
年
金
た
る
補
償
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
年
金
た

る
補
償
の
当
該
減
額
す
べ
き
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
 

２
 
同
一
の
公
務
上
の
負
傷
又
は
病
気
（
次
項
に
お
い
て
「
同
一
の
傷
病
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
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傷
病
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
休
業
補
償
又
は
障
害
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
傷
病
補
償
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
月
の
翌
月
以
後
の
分

と
し
て
傷
病
補
償
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
傷
病
補
償
は
、
当
該
休
業
補
償
又

は
障
害
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。
 

３
 
同
一
の
傷
病
に
関
し
、
休
業
補
償
を
受
け
て
い
る
者
が
傷
病
補
償
又
は
障
害
補
償
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
当
該
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
後
も
休
業
補
償
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
わ
れ
た
休
業
補
償
は
、
当
該
傷
病
補
償

又
は
障
害
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。
 

第
18
条
の
２
 
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
た
め
そ
の
支
給
を
受
け
る

権
利
が
消
滅
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
死
亡
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て
当

該
年
金
た
る
補
償
の
過
誤
払
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
に
係
る

債
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
返
還
金
債
権
」
と
い
う
。
）
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者

に
支
払
う
べ
き
補
償
で
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
補
償
の
支
払
金
の
金
額
を
当
該

過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
の
金
額
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
、
遺
族
補
償
一

時
金
又
は
葬
祭
補
償
 

(2
) 

過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
と
同
順
位
で
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族

補
償
年
金
 

（
葬
祭
補
償
）
 

第
19
条
 
葬
祭
補
償
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し

て
、
31
5,
00
0円

に
補
償
基
礎
額
の
30
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
し
て
行
う
。
 

（
死
亡
の
推
定
）
 

第
20
条
 
船
舶
が
沈
没
し
、
転
覆
し
、
滅
失
し
、
若
し
く
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
際
現
に
そ
の
船
舶

に
乗
っ
て
い
た
学
校
医
等
若
し
く
は
船
舶
に
乗
っ
て
い
て
そ
の
船
舶
の
航
行
中
に
行
方
不
明
と
な

っ
た
学
校
医
等
の
生
死
が
３
箇
月
間
わ
か
ら
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
学
校
医
等
の
死
亡
が
３
箇

月
以
内
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
の
時
期
が
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
遺
族
補
償
及

び
葬
祭
補
償
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
船
舶
が
沈
没
し
、
転
覆
し
、
滅
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失
し
、
若
し
く
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
日
又
は
学
校
医
等
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
日
に
、
当
該
学

校
医
等
は
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。
航
空
機
が
墜
落
し
、
滅
失
し
、
若
し
く
は
行
方
不
明
と

な
っ
た
際
現
に
そ
の
航
空
機
に
乗
っ
て
い
た
学
校
医
等
若
し
く
は
航
空
機
に
乗
っ
て
い
て
そ
の
航

空
機
の
航
行
中
に
行
方
不
明
と
な
っ
た
学
校
医
等
の
生
死
が
３
箇
月
間
わ
か
ら
な
い
場
合
又
は
こ

れ
ら
の
学
校
医
等
の
死
亡
が
３
箇
月
以
内
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
の
時
期
が
わ
か

ら
な
い
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
 

（
未
支
給
の
補
償
）
 

第
21
条
 
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
し
た
者
に
支

給
す
べ
き
補
償
で
ま
だ
支
給
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
配
偶
者
、
子
、
父
母
、

孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
た
も
の
（
遺
族
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
他
の

遺
族
）
に
、
こ
れ
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位
は
、
同
項
に
規
定
す
る
順
序
（
遺
族
補
償

年
金
に
つ
い
て
は
、
第
９
条
第
３
項
に
規
定
す
る
順
序
）
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額

を
そ
の
１
人
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
１
人
に
し
た

支
給
は
、
全
員
に
対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
通
知
）
 

（
通
知
）
 

第
２
条
 
学
校
医
等
の
災
害
が
公
務
上
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
は
、
 
 
 
 
 
 

 
 
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
法
に
よ
っ
て
権
利
を
有
す
る
旨
を
速
や
か
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
22
条
 
教
育
委
員
会
は
、
学
校
医
等
が
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す

る
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
て
 
そ
の
者
が
法
に
よ
っ
て
権
利
を
有
す
る
旨
を
速
や
か
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
）
 

第
３
条
 
補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の

条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
32
年
政
令
第
28
3号

）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

 

（
報
告
、
出
頭
等
）
 

（
報
告
、
出
頭
等
）
 

第
４
条
 
教
育
委
員
会
は
、
補
償
の
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
補
償
を
受
け
、

第
23
条
 
教
育
委
員
会
は
、
補
償
の
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
補
償
を
受
け
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若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
他
の
関
係
人
に
対
し
て
、
報
告
を
さ
せ
、
文
書
そ
の
他

の
物
件
を
提
出
さ
せ
、
出
頭
を
命
じ
、
又
は
医
師
の
診
断
若
し
く
は
検
案
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 
 
 
 
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
他
の
関
係
人
に
対
し
て
、
報
告
を
さ
せ
、
文
書
 
 
 
 
 
 

 
 
を
提
出
さ
せ
、
出
頭
を
命
じ
、
又
は
医
師
の
診
断
若
し
く
は
検
案
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

（
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
）
 

（
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
）
 

第
５
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
 

第
24
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
脳
死
し
た
者
の
身
体
に
対
す
る
療
養
補
償
）
 

第
１
条
の
２
 
こ
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
療
養
（
療
養
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
係
る
当
該
療
養

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
給
付
に
継
続
し
て
、
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
９
年
法
律

第
10
4号

）
第
６
条
第
２
項
の
脳
死
し
た
者
の
身
体
へ
の
処
置
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、

当
該
処
置
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
と
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）
 

第
１
条
の
３
 
当
分
の
間
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
が
死
亡
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
の
う
ち
、

当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
に
あ

っ
て
は
、
第
13
条
第
２
項
の
規
定
に
準
じ
て
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
（
当

該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年

度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
13
条
第
２
項
の
規
定
に
準
じ
て
教
育
委
員

会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め

る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
遺
族
に
対
し
、
障
害
補
償
と
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す

る
額
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
支
給
す
る
。
 

 
障
害
等
級
 

額
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 第
１
級
 

補
償
基
礎
額
に
1,
34
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

第
２
級
 

補
償
基
礎
額
に
1,
19
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

第
３
級
 

補
償
基
礎
額
に
1,
05
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

第
４
級
 

補
償
基
礎
額
に
92
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

第
５
級
 

補
償
基
礎
額
に
79
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

第
６
級
 

補
償
基
礎
額
に
67
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

第
７
級
 

補
償
基
礎
額
に
56
0を

乗
じ
て
得
た
額
 

 

 
２
 
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
の
う
ち
、
第
６
条
第
８
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
は
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害

補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
場
合
に
限
り
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
そ
の
差
額
に
相
当

す
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
障
害
等
級
が
第
７
級
以
上
で
あ
る
場
合
 
そ
の
者
の
加
重
後

の
障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
前
項
の
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
か
ら
、
そ
の
者
の
加
重
前
の
障

害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
を
差
し
引
い
た
額
 

(2
) 

そ
の
者
の
加
重
前
の
障
害
の
障
害
等
級
が
第
８
級
以
下
で
あ
る
場
合
 
そ
の
者
の
加
重
後

の
障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
前
項
の
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
に
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係

る
第
６
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の

障
害
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
 

３
 
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
を
受
け
る
べ
き
遺
族
の
順
位
は
、
次
の
各
号
の

順
序
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
順
序

と
し
、
父
母
に
つ
い
て
は
、
養
父
母
を
先
に
し
、
実
父
母
を
後
に
す
る
。
 

(1
) 

障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
た
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
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(2
) 

前
号
に
該
当
し
な
い
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
 

４
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
、
第
14
条
第
３
項
、
第
1

6条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
20
条
の
規
定
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
支
給
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
10
条
第
２
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
１
条

の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
又
は
第
２
項
」
と
、
第
1

4条
第
３
項
中
「
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
１
条
の
３
第
３
項
第
２
号
」

と
、
「
同
項
第
３
号
及
び
第
４
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

第
１
条
の
４
 
当
分
の
間
、
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
が
申
し
出
た
と
き

は
、
障
害
補
償
と
し
て
、
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
障
害
補
償
年
金
の
最
初
の
支
払
に
先
立
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
障
害
補
償
年
金
の
支
払
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
障
害
補
償

年
金
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

は
、
当
該
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
同
一
の
災
害
に
つ
き
２
回
以
上
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

４
 
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
当
該
障
害
補
償
年

金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ

い
て
第
６
条
第
８
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払

一
時
金
限
度
額
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
限
度
額
の
範
囲
内
の
額
で
補
償

基
礎
額
の
1,
20
0倍

、
1,
00
0倍

、
80
0倍

、
60
0倍

、
40
0倍

若
し
く
は
20
0倍

に
相
当
す
る
額
の
う

ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
申
出
が
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前

払
一
時
金
限
度
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
障
害
補

償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
補
償
基
礎
額
の
1,
20
0倍

、
1,

00
0倍

、
80
0倍

、
60
0倍

、
40
0倍

又
は
20
0倍

に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を
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受
け
る
権
利
を
有
す
る
学
校
医
等
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
 

５
 
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金

に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
（
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
申
出
が
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
そ
の
月
以
後
の

各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ

た
月
後
の
最
初
の
障
害
補
償
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に

支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
、
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率

に
当
該
最
初
の
障
害
補
償
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
当
該
各
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に
１
年
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
で

除
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
月

の
前
月
ま
で
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
 

６
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
停
止
が
終
了
す
る
月
の
翌
月
に
係
る
障
害
補
償
年

金
の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該
終
了
す
る
月
の
翌
月
ま
で
の
期
間
が
、
１
年

以
内
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

障
害
補
償
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
支
給
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
１
年
を
超
え

る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
支
給
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額

を
差
し
引
い
た
額
に
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
前
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該

終
了
す
る
月
の
翌
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に
１
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終

了
す
る
月
の
翌
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
 

７
 
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
停
止
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
34
年
法
律
第
14
1

号
）
第
36
条
の
２
第
２
項
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
60
年
法
律
第
34

号
。
以
下
「
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
28
条
第
10
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
、
及
び
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
附
則
第
32
条
第
11
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
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法
（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
79
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
旧

国
民
年
金
法
第
65
条
第
２
項
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
23
8号

）
第
４
条
第
３
項
第

２
号
た
だ
し
書
並
び
に
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
附
則
第
97
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
39
年
法
律
第
13
4号

）
第
17
条
第
１
号
た
だ
し
書
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
支
給
停
止
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

第
２
条
 
当
分
の
間
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
申
し
出
た
と
き
は
、
遺
族

補
償
と
し
て
、
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る
。
 

２
 
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
補
償
基
礎
額
の
1,
00
0倍

、
80
0倍

、
60
0倍

、
40
0倍

又

は
20
0倍

に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
選

択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
申
出
が
第
４
項
に
お
い

て
準
用
す
る
前
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
補
償
基
礎
額
の
1,

00
0倍

に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
遺

族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
補
償
基
礎
額
の
80
0倍

、

60
0倍

、
40
0倍

又
は
20
0倍

に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
遺
族
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
 

３
 
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
族
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
択
は
、
こ
れ
ら
の
遺
族
が
そ
の
う
ち
１
人
を
代
表
者
に

選
任
し
、
そ
の
代
表
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第
10
条
第
２
項
の
規
定
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
、
前
条
第
２
項
及
び
第

３
項
の
規
定
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
申
出
に
つ
い
て
、
同
条
第
５
項
及
び
第
６
項
の
規

定
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
10
条
第
２
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
２
条
第
２
項
」
と
、
前
条
第
５
項
中
「
当

該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
遺
族
補

償
年
金
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
附
則
第
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
っ
て
当
該
遺
族
補
償
年

金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
」
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と
い
う
。
）
に
支
給
す
べ
き
遺
族
補
償
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係

る
学
校
医
等
の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
同
条
第
１
項
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
支
給
停
止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
）
」
と
、
「
当
該
障
害
補
償
年
金
前

払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
障
害
補
償
年
金
の
支
払
期
月
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
遺

族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
遺
族
補
償
年
金
の
支
払
期
月
（
特
例
遺

族
補
償
年
金
受
給
権
者
が
支
給
停
止
解
除
年
齢
に
達
す
る
月
前
に
お
い
て
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
附
則
第
２

条
の
４
第
３
項
本
文
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
遺
族
補
償
年
金
に

係
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の
遺
族
補
償
年
金
の
支
払
期
月
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
停
止
は
、
国
民

年
金
法
第
36
条
の
２
第
２
項
及
び
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
附
則
第
28
条
第
10
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
及
び
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
附
則
第
32
条
第
11
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
国
民
年
金
法
第
79
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
旧
国
民
年
金
法
第
65
条
第
２
項
並
び
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
４
条
第
２
項
第
２
号
た
だ
し
書
及

び
第
３
項
第
２
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
支
給
停
止
に
該
当

し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
未
支
給
の
補
償
等
に
関
す
る
規
定
の
読
替
え
）
 

第
２
条
の
２
 
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
及
び
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
が
行
わ
れ
る

間
、
第
13
条
第
１
項
第
２
号
中
「
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
額
及
び
遺
族
補
償
年
金
前
払
一

時
金
の
額
（
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
理
由
が
当
該
権
利
が
消
滅
し
た
日

の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
項
の
規
定
に
準
じ

て
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
）
の
合
算
額
」
と
、
第
15
条
第
１
項
中
「
合

計
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
算
額
」
と
、
第
18
条
の
２
第
１
号
中
「
又
は
葬
祭
補
償
」
と
あ
る
の
は

「
、
葬
祭
補
償
又
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
」
と
、
第
21
条
第
１
項
中
「
遺
族
補
償
年
金
に

つ
い
て
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
又
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
、
当
該
障
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害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
又
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
遺
族

補
償
年
金
に
つ
い
て
は
、
第
９
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金

前
払
一
時
金
に
つ
い
て
は
第
９
条
第
３
項
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
に
つ
い
て
は
附
則
第
１

条
の
３
第
３
項
後
段
」
と
す
る
。
 

（
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
資
格
年
齢
の
特
例
等
）
 

第
２
条
の
３
 
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
死
亡
し
た
学
校
医
等
の
遺
族
に
対
す
る
第
９
条
第

１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
並
び
に
第
11
条
第
１
項
第
６
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
60
歳
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
の
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
昭
和
61
年
１
月
１
日
か
ら
昭
和
61
年
９
月
30
日
ま
で
 

55
歳
 

昭
和
61
年
10
月
１
日
か
ら
昭
和
62
年
９
月
30
日
ま
で
 

56
歳
 

昭
和
62
年
10
月
１
日
か
ら
昭
和
63
年
９
月
30
日
ま
で
 

57
歳
 

昭
和
63
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
元
年
９
月
30
日
ま
で
 

58
歳
 

平
成
元
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
２
年
９
月
30
日
ま
で
 

59
歳
 

 

 
第
２
条
の
４
 
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
公
務
上
死
亡
し
た
学
校
医
等
の
夫
、
父
母
、
祖
父

母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
当
該
学
校
医
等
の
死
亡
の
当
時
、
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維

持
し
、
か
つ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
齢
で
あ
っ
た
も
の
（
第
９
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す

る
者
で
あ
っ
て
第
11
条
第
１
項
第
６
号
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
９
条

第
１
項
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
族
補

償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
10
条
第
１
項
中
「
遺

族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
（
附
則
第
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
遺
族
で
あ
っ
て
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
学
校
医
等
の
死
亡
の
時
期
に

応
じ
、
同
項
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
第
11
条
第
２
項

中
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
と
す
る
。
 

 
昭
和
61
年
10
月
１
日
か
ら
昭
和
62
年
９
月
30

日
ま
で
 

55
歳
 

56
歳
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 昭
和
62
年
10
月
１
日
か
ら
昭
和
63
年
９
月
30

日
ま
で
 

55
歳
以
上
57
歳
未
満
 

57
歳
 

昭
和
63
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
元
年
９
月
30

日
ま
で
 

55
歳
以
上
58
歳
未
満
 

58
歳
 

平
成
元
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
２
年
９
月
30

日
ま
で
 

55
歳
以
上
59
歳
未
満
 

59
歳
 

平
成
２
年
10
月
１
日
か
ら
当
分
の
間
 

55
歳
以
上
60
歳
未
満
 

60
歳
 

 

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
遺
族
の
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
べ
き
順
位
は
、
第
９
条
第
１
項
（
前
条
に

お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
遺
族
の
次
の
順
位
と
し
、
前
項
に
規
定

す
る
遺
族
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
夫
、
父
母
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
の
順
序
と
し
、
父
母
に
つ

い
て
は
、
養
父
母
を
先
に
し
、
実
父
母
を
後
に
す
る
。
 

３
 
第
１
項
に
規
定
す
る
遺
族
に
支
給
す
べ
き
遺
族
補
償
年
金
は
、
そ
の
者
が
同
項
の
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
年
齢
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
は
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
２
条
の
規

定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

４
 
第
１
項
に
規
定
す
る
遺
族
に
対
す
る
第
21
条
第
２
項
及
び
附
則
第
２
条
の
２
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
９
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
２
条
の
４
第
２
項
」

と
す
る
。
 

（
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）
 

第
３
条
 
年
金
た
る
補
償
の
額
は
、
当
該
補
償
の
理
由
と
な
っ
た
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
次
の
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
（
第
16
条
の
２
を
除
く
。
）
に
よ
る
当
該
年
金
た
る
補
償
の
額

に
、
当
該
年
金
た
る
給
付
に
応
ず
る
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
率
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
数
が
２

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
年
金
た
る
給
付
に
応
ず
る
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る

率
を
合
計
し
て
得
た
率
か
ら
１
を
控
除
し
て
得
た
率
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
こ
の
条
例

の
規
定
に
よ
る
当
該
年
金
た
る
補
償
の
額
か
ら
当
該
補
償
の
理
由
と
な
っ
た
障
害
又
は
死
亡
に
つ

い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
数
が
２
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
合
計
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
控
除
し
て
得
た
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額
）
と
し
、
そ
の
額
に
50
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
50
円
以
上
10
0

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
10
0円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
傷
病
補
償
年
金
 厚

生
年
金
保
険
法
（
昭
和
29
年
法
律
第
11
5号

）
に
よ
る
障
害
厚
生

年
金
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
63
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平
成
24
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
41
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

24
年
一
元
化
法
附
則
第
65
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年

金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。
）
 

0.
88

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
30
条
の
４
の
規
定

に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
平
成
24
年
一
元
化
法
附
則
第
37
条
第

１
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平
成
24
年
一
元

化
法
附
則
第
61
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年

金
、
平
成
24
年
一
元
化
法
附
則
第
79
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち

障
害
共
済
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職

員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共

済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
10
1号

）

附
則
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
法
（
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
旧
農
林
共
済
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
の
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎

年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

0.
88

昭
和
60
年
法
律
第
34
号
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保

険
法
（
昭
和
14
年
法
律
第
73
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船

員
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
75

昭
和
60
年
法
律
第
34
号
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年

金
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
75

- 29 -



 

 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
89

障
害
補
償
年
金
 障

害
厚
生
年
金
等
 

0.
83

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
 

0.
88

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
74

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
74

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
89

遺
族
補
償
年
金
 厚

生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
24
年
一
元
化

法
附
則
第
41
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は

平
成
24
年
一
元
化
法
附
則
第
65
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共

済
年
金
（
次
項
に
お
い
て
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。
）
 

0.
84

国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
昭
和
60
年
法
律
第
34
号
附

則
第
28
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
及
び
平
成
24
年

一
元
化
法
附
則
第
37
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共

済
年
金
、
平
成
24
年
一
元
化
法
附
則
第
61
条
第
１
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
24
年
一
元
化
法
附
則
第
79
条

に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
旧
農
林
共
済
法
に

よ
る
遺
族
共
済
年
金
の
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
国
民
年

金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金
 

0.
88

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
 

0.
80

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金
 

0.
80

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又

は
寡
婦
年
金
 

0.
90

 

 
２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
年
金
た
る
補
償
の
理
由
と
同
一
の
理
由
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等

及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
等
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
年
金
た
る
補
償
の
額
に
乗
ず
る
率
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
補
償
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
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に
掲
げ
る
率
と
す
る
。
 

 
傷
病
補
償
年
金
 

0.
73
 

障
害
補
償
年
金
 

0.
73
 

遺
族
補
償
年
金
 

0.
80
 

 

 
３
 
休
業
補
償
の
金
額
は
、
同
一
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
が
支

給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ

る
休
業
補
償
の
金
額
に
、
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
に
応
ず
る
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
率
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
数
が
２
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
年
金

た
る
給
付
に
応
ず
る
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
率
を
合
計
し
て
得
た
率
か
ら
１
を
控
除
し
て
得
た

率
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の
金
額
か
ら
同
一

の
理
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
（
当
該
年
金
た
る
給
付
の
数
が
２
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
合
計
額
）
を
36
5で

除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
を
下

回
る
場
合
に
は
、
当
該
控
除
し
て
得
た
金
額
）
と
す
る
。
 

 
障
害
厚
生
年
金
等
 

0.
88
 

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
 

0.
88
 

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
75
 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
75
 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
 

0.
89
 

 

 
４
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
休
業
補
償
の
理
由
と
同
一
の
理
由
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
及
び

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
休
業
補
償
の
金
額
に
乗
ず
る
率

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
0.
73
と
す
る
。
 

（
葬
祭
補
償
に
関
す
る
暫
定
措
置
）
 

第
４
条
 
第
19
条
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
補
償
の
金
額
が
補
償
基
礎
額
の
60
倍
に
相
当
す
る
金
額
に
満

た
な
い
と
き
は
、
葬
祭
補
償
の
金
額
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
60
倍

に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
 

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）
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補
償
基
礎
額
表
 

 
医
師
、
歯
科

医
師
又
は
薬

剤
師
と
し
て

の
経
験
年
数
 

５
年
未
満
 
５
年
以
上
1
0

年
未
満
 

1
0
年
以
上
1
5

年
未
満
 

1
5
年
以
上
2
0

年
未
満
 

2
0
年
以
上
2
5

年
未
満
 

25
年
以
上
 

学
校
医
及
び

学
校
歯
科
医

の
補
償
基
礎

額
 

7,
28
5円

8,
85
0円

10
,7
68
円

11
,9
63
円

12
,6
25
円

13
,0
98
円

学
校
薬
剤
師

の
補
償
基
礎

額
 

6,
11
0円

7,
04
5円

7,
50
5円

8,
62
3円

9,
27
0円

9,
62
0円

 

 
備
考
 

１
 
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
（
以
下
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
の
経
験
年
数
は
、

医
師
等
の
免
許
を
取
得
し
た
後
の
も
の
と
す
る
。
 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
年
数
を
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年

数
に
加
え
た
年
数
を
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年
数
と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
１
）
 
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
若
し
く
は
旧
大
学
令
（
大
正
７
年
勅
令

第
38
8号

）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
36
年
勅
令
第
61
号
）
に
よ
る
専
門

学
校
を
卒
業
し
た
後
実
地
修
練
を
経
た
者
 
１
年
 

（
２
）
 
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
博
士
の
学
位
の
授
与
を
受
け
る
に
必
要
な

能
力
を
与
え
る
た
め
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 
４
年
 

（
３
）
 
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
又
は
研
究
科
の
第
２
期
若
し
く
は
後
期
の
課
程
を
修
了

し
た
者
 
５
年
 

（
４
）
 
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
又
は
研
究
科
の
前
期
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 
３
年
 

（
５
）
 
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
又
は
研
究
科
の
第
１
期
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 
２
年
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３
 
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
年
数
を
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年

数
か
ら
減
じ
た
年
数
を
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年
数
と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
も

の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
で
修
業
年
限
が
５
年
の
も
の
を
卒
業
し
た
者
 

２
年
 

（
２
）
 
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
で
修
業
年
限
が
４
年
の
も
の
を
卒
業
し
た
者
 

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
あ
っ
て
は
、
３
年
、
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
１
年
 

（
３
）
 
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
で
修
業
年
限
が
３
年
の
も
の
を
卒
業
し
た
者
 

歯
科
医
師
に
あ
っ
て
は
、
４
年
、
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
 
２
年
 

４
 
前
２
号
に
該
当
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前

２
号
に
準
じ
て
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年
数
を
加
減
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
旧
大
学

令
に
よ
る
大
学
を
卒
業
し
た
後
実
地
修
練
を
経
な
か
っ
た
者
及
び
こ
れ
と
同
程
度
の
者
と
し

て
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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議案第２号 

  

八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

  

令和８年１月23日 提出 

  

八戸市教育委員会 

教育長  齋 藤  信 哉 

  

  

理 由 

減免申請書の提出を省略できる規定を追加し、利用者の利便性向上を図る。 
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八戸市教育委員会規則第 号 

 

八戸市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

八戸市公民館条例施行規則（昭和52年八戸市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改

正する。 

第14条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、前項第２号アからウまでに掲げる理由により減免を受けようとする者については、

この限りでない。 

 第14条第３項中「前項の申請により」を「前項本文の申請書を受理した場合において、」に

改める。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年２月１日から施行する。 

２ 改正後の第14条第２項及び第３項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請に係

る使用料の減免について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料の減免については、な

お従前の例による。 
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八
戸
市
公
民
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
使
用
料
の
減
免
）
 

（
使
用
料
の
減
免
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

２
 
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
民
館
使
用
料
減
免
申
請
書
（
別
記
第
８
号
様
式
）

を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
２
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ

る
理
由
に
よ
り
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
民
館
使
用
料
減
免
申
請
書
（
別
記
第
８
号
様
式
）

を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
本
文
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
料
の
減
免
を
決
定

し
た
と
き
は
、
公
民
館
使
用
料
減
免
決
定
通
知
書
(別

記
第
9号

様
式
)に

よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知

す
る
。
 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
申
請
に
よ
り
使
用
料
の
減
免
を
決
定
し
た
と
き
は
、
公
民
館
使
用
料

減
免
決
定
通
知
書
(別

記
第
9号

様
式
)に

よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
。
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